
鳥取県心豊かな学校づくり推進事業補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年鳥取県規則第２２号。以下「規

則」という。）第４条の規定に基づき、鳥取県心豊かな学校づくり推進事業補助金（以

下「本補助金」という。）の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定

めるものとする。 

 

（交付目的） 

第２条 本補助金は、県内の私立高等学校又は私立中学校が、社会の変化に対応した教育

の改革に資する教育活動を推進するのを支援することを目的として交付する。 

 

（補助金の交付） 

第３条 県は、前条の目的を達成するため、別表第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」

という。）を行う私立高等学校又は私立中学校を設置する学校法人に対し、予算の範囲

内で本補助金を交付する。 

２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表第２欄に掲げる経費の額に同表第３欄に定め

る率を乗じて得た額（同表第４欄に定める額を限度とする。）以下とする。 

３   なお、鳥取県産業振興条例（平成２３年鳥取県条例第６８号）の趣旨を踏まえ、補助

事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 

 

（交付申請の時期等） 

第４条 本補助金の交付申請は、知事が別に定める日までに行うものとする。 

２ 規則第５条の申請書に添付すべき同条第１号及び第２号に掲げる書類は、それぞれ様

式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（交付決定の時期等） 

第５条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、知事がその財源に充

当する国の補助金の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則と

して６０日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

 

（承認を要しない変更） 

第６条 規則第１２条第１項の知事が別に定める変更は、本補助金の増額又は２割以上の

減額に係るもの以外の変更とする。 

２ 前条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。この場合において、同項中「財

源に充当する国の補助金の交付を申請してから当該交付の決定」とあるのは「変更等に

ついて文部大臣の承認を申請してから当該承認」と読み替えるものとする。 

３ 規則第１２条第３項の申請書には、様式第４号による計画書その他知事が必要と認め

る書類を添付しなければならない。 

 

（実績報告の時期等） 

第７条 規則第１７条第１項の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければなら

ない。 

（１） 規則第１７条第１項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中

止若しくは廃止の日から１０日を経過する日 

（２） 規則第１７条第１項第３号の場合にあっては、交付決定を受けた年度の翌年度の

４月５日 



２ 規則第１７条第１項の報告書に添付すべき同条第２項第１号及び第２号に掲げる書類

は、それぞれ様式第１号及び様式第２号によるものとする。 

 

（雑則） 

第８条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、

子ども家庭部長が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１１年１２月６日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成１２年１２月１９日から施行し、平成１２年度の補助金から適用す

る。 

２ この要綱中「文部大臣」とあるのは、平成１３年１月６日以降は「文部科学大臣」と

読み替えるものとする。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１３年９月１７日から施行し、平成１３年度の補助金から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１４年８月２日から施行し、平成１４年度の補助金から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成１９年６月１１日から施行し、平成１９年度の補助金から適用する。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２２年３月１２日から施行し、平成２１年度の補助金から適用する。 

 

      附 則 

 この要綱は、平成２４年１０月１日から施行し、平成２４年度の補助金から適用する。 

 

    附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度の補助金から適用する。 

 

     附 則 

 この要綱は、平成２６年１月２８日から施行し、平成２５年度の補助金から適用する。  

 

     附 則 

 この要綱は、平成２６年７月１日から施行し、平成２６年度の補助金から適用する。  

 

     附 則 

 この要綱は、平成３０年１月２３日から施行し、平成２９年度の補助金から適用する。  

 

     附 則 

 この要綱は、平成３１年１月２２日から施行し、平成３０年度の補助金から適用する。  

  

附 則 

 この要綱は、平成３１年３月２８日から施行し、平成３１年度の補助金から適用する。  



附 則 

 この要綱は、令和元年７月５日から施行し、令和元年度（平成３１年度）の補助金から  

適用する。  

 

附 則 

 この要綱は、令和３年１月１２日から施行し、令和２年度の補助金から適用する。  

 

附 則 

この要綱は、令和３年１２月２２日から施行し、令和３年度の補助金から適用する。  

 

附 則 

この要綱は、令和４年８月２６日から施行し、令和４年度の補助金から適用する。  

 

附 則  

この要綱は、令和５年７月２８日から施行する。  

  



別表（第３条関係） 

 

１  

補助事業  

２  

補助対象経費  

３  

補助率  

４  

限度額  

１次世代を担う人材育成の促進

に関する事業  

当年度中（４月１日から翌年３月

３１日まで）に私立高等学校又は

私立中学校が、「１補助事業」欄の

１から６に掲げる事業を行うため

に要する、学校法人会計基準（昭和

46 年文部省令第 18 号）別表第１の

人件費及び教育研究経費。  

ただし、次に掲げる経費を除く。  

（１）人件費のうち、常勤教職員に

係るもの  

（２）食糧費（教材費と認められる

ものを除く）  

（３）その他対象とすることが不

適当と知事が認める経費  

３／４  
８４万円  

２ＩＣＴ教育環境の整備推進に

関する事業  
８４万円  

３教育相談体制の整備に関する

事業  
６０万円  

４職業・ボランティア・文化・

健康・食等の教育の推進に関

する事業  

２６万円  

５安全確保の推進に関する事業  ６０万円  

６外部人材活用等の推進に関す

る事業  
８４万円  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


